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野田市立児童センターほか６施設の管理に関する年度協定書

野田市（以下「発注者」という。）と株式会社コマーム（以下「受注者」とい

う。）とは、令和４年２月２１日に、野田市立児童センター、野田市立中央子ども館、

野田市立うめさと子ども館、野田市立谷吉子ども館、野田市立山崎子ども館、野田市

立七光台子ども館及び野田市立関宿子ども館（以下「本施設」という。）の管理に関

して締結した野田市立児童センターほか６施設の管理に関する基本協定書（以下「基

本協定」という。）に基づき、本施設の管理に関する年度協定（以下「年度協定」と

いう。）を締結する。

（年度協定の目的）

第１条 年度協定は、本施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務

内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とす

るものである。

（令和５年度の業務内容）

第２条 発注者及び受注者は、令和５年度の業務内容は、基本協定第１２条に定める

とおりであることを確認する。

（業務報告等）

第３条 受注者は、毎月、本業務に関する報告書を発注者に提出しなければならない。

２ 受注者が発注者に提出する報告書の内容は次のとおりとする。

(1)施設の利用状況

(2)破損及び修繕の実施状況

(3)事故、要望及び苦情対応状況（些細な案件も含め、全て報告すること。）

(4)使用料及び利用料金収入の状況

(5)電気料金、ガス料金及び燃料費の使用量及び支払状況

３ 発注者は、受注者から本業務に関する報告書の提出を受けたときは、確認した上、

当該報告書の引渡しを受けるものとする。

４ 受注者は、報告書を発注者に引き渡したときは、発注者に対して指定管理料の支

払を請求するものとする。

（令和５年度の指定管理料）

第４条 発注者は、受注者に対して本業務の実施の対価として、金１６９，８９０，

０００円（「消費税額」は、消費税法第６条第１項の規定により非課税とする。）

を支払うものとする。

内訳

野田市立児童センター ６０，７５５，１００円

野田市立子ども館（６館） １０９，１３４，９００円
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２ 前項の指定管理料の支払期別及び支払金額は次に掲げるとおりとする。

３ 発注者は、第３条第４項の規定による適法な支払の請求があったときは、その日

から起算して３０日以内に指定管理料を受注者に支払うものとする。

４ 受注者は、発注者の責に帰する理由により前項の規定による指定管理料の支払が

遅れた場合には、遅延した日数に応じて指定管理料に対し、年度協定締結時におけ

る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第

１項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を発注者に請求するこ

とができる。

（市長が定める賃金の最低額）

第５条 基本協定第２４条第３項の規定により、令和５年度の子育て支援員及び受付

等事務補助員に係る市長が定める賃金の最低額は１，０４４円とする。

（個人情報の取扱い）

第６条 受注者は、当該公の施設の管理に係る個人情報を取り扱う事務の登録簿を確

認し、登録簿により届け出られた個人情報の取扱い以外の取扱いをしようとすると

きは、あらかじめ、市長の了承を得た上でなければ、当該取扱いを開始してはなら

ない。

（自主事業の承認）

第７条 発注者は、受注者から提出された令和５年度の業務計画書で提案された自主

事業について、本協定の締結をもって承諾したものとする。

（疑義等の決定）

第８条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものと

する。基本協定にも定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これ

を定めるものとする。

支払期別 支払金額

４月 １４，１５７，５００円

５月 １４，１５７，５００円

６月 １４，１５７，５００円

７月 １４，１５７，５００円

８月 １４，１５７，５００円

９月 １４，１５７，５００円

１０月 １４，１５７，５００円

１１月 １４，１５７，５００円

１２月 １４，１５７，５００円

１月 １４，１５７，５００円

２月 １４，１５７，５００円

３月 １４，１５７，５００円
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本協定を証するため、本書を２通作成し、発注者、受注者がそれぞれ記名押印の上、

各１通を保有する。

令和５年４月１日

発注者 野田市鶴奉７番地の１

野田市

野田市長 鈴 木 有

受注者 埼玉県川口市栄町一丁目４番１６号

株式会社コマーム

代表取締役社長 小 松 秀 人


